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公文書開示請求に対する拒否処分に関する異議申立てについて（答申） 
 
 
 平成２１年２月２日付け２０川健庶第１８２７号で諮問のありました、公文書開示
請求に対する拒否処分に関する異議申立ての件について、次のとおり答申します。 
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１ 審査会の結論 
実施機関川崎市長（以下「実施機関」という。）の行った文書不存在を理由とす
る拒否処分の判断は妥当である。 
 
２ 異議申立ての趣旨及び経緯 
異議申立人は、平成２１年１月２３日付けで、川崎市情報公開条例（平成１３年
川崎市条例第１号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、実施機関に対
し、「健康福祉局長は、平成２０年１２月１２日に応募した国の外郭団体主催の地
域活性化のための人材養成の研修に関して、平成２２年３月末に退職を控えている
者は推薦できないと、１月を経過した平成２１年１月１５日に、庶務課長が突然職
場に来ました。総合企画局から各局依頼の研修であって、応募の周知をした際に局
としての制限を明記しておらず、職員として応募する権利を侵害するものでありま
す。いくら退職を１年先に控えたとしても、公務員法に基づき、どのように冷遇さ
れている状況下であっても、公務員としての資質向上に努める必要があります。締
め切り期限が迫っており、止む無く自己負担・休暇で応募することとしたところ、
推薦できないと翌日言ってきたことは、明らかに嫌がらせであることを立証するよ
うなものであります。健康福祉局長のこのような対応は、明らかに公務員法違反で
あると共に、明らかに嫌がらせであります。際限の無いレベルの低い対応を繰り返
す、健康福祉局のこの実態を広く知らせる必要があると痛感するものです。そこで、
応募後の処理状況を示す、伺いや理由書・通知文等の開示を求めます。」として、
公文書の写しの交付を求める開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 
実施機関は、本件請求に対し、当該文書は作成していないとして、平成２１年１
月２８日付けで文書不存在による開示請求拒否処分を行った。 
異議申立人は、平成２１年１月３０日付けで、「行政として考えられない」とし
て、拒否処分の取消しを求めて異議申立てを行った。（当審査会諮問第２３０号事
件） 
 
３ 異議申立人の主張要旨 
平成２１年３月１３日付け意見書及び同年６月５日実施の口頭意見陳述聴取によ
れば、異議申立人の主張の概要は、次のとおりである。 
(１) 実施機関は、異議申立人が応募した「平成２１年度全国地域リーダー養成塾塾生
募集」（以下「塾生募集」という。）が、川崎市職員研修規程（昭和４７年６月２
２日訓令第１５号。以下「職員研修規程」という。）に基づく研修ではないと認識
しているようである。確かに川崎市職員研修所が行った研修ではないが、局の庶務
課を通じて組織的に募集があったものなので、職員研修規程第３条及び第１３条に
規定された派遣研修に該当するものと考えている。 
(２) 研修も業務の一環であり、公の業務となる本件に関して、事務処理や研修参
加を拒否した理由等を文書化した記録が不存在とは考えられない。 
(３) 実施機関の処分理由説明書では、口頭で伝えたのでその事務は完結したと書
いてあるが、総合企画局からの依頼に基づき局内各職場に参加を募ったのである
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から、文書番号を取るなど何らかの事務処理が必要なはずである。 
(４) そもそも、退職を１年先に控えた職員は資質向上のための研修に参加できな
いという判断は地方公務員法第３９条に抵触する。 

 
４ 実施機関の主張要旨 
平成２１年２月１８日付け処分理由説明書及び同年４月１３日実施の口頭による

処分理由説明聴取によれば、実施機関の主張の概要は次のとおりである。 
(１) 研修等の応募があった場合には、通常は推薦の可否等について伺いを起案する。
しかし、本件については、通常の研修所管部局からの募集ではなかったこと、ま
た、異議申立人の退職年度に長期にわたって行われることから、平成２１年１月
１４日に推薦の可否を健康福祉局長に口頭で確認し、推薦しないという判断がな
された。 
(２) 翌１５日に健康福祉局庶務課長が推薦しない旨を異議申立人に口頭で伝えると
ともに申込書を返還したため、異議申立人から請求のあった「応募後の処理状況
を示す、伺いや理由書・通知文等」は作成しなかった。 
(３) したがって、開示請求に係る一切の文書が存在しないため、文書不存在を理由に
開示請求拒否処分を行った。 
 
５ 審査会の判断 
異議申立人が開示を求めた文書は、財団法人地域活性化センターが募集した「塾
生募集」への「応募後の処理状況を示す伺いや理由書・通知文等」である。 
実施機関は、これに対し、請求対象文書は作成していないとして、文書不存在を
理由として異議申立人に対して開示請求拒否処分を行った。 
そもそも研修は、職員が公務員としての使命と責任を自覚するとともに、その職
務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得することにより行政の民主的かつ能率
的な運営に資することを目的とする（職員研修規程第２条）のであって、研修を受
ける者は研修の目的に照らして局等の長が推薦して決定される（職員研修規程第１
４条）。 
実施機関の処分理由説明書によれば、川崎市の職員研修において、通常は、研修
等の募集に対して応募があれば、応募職員の研修等への推薦の可否について伺いを
起案し、決裁権者の決裁後に、当該研修等の所管部局に推薦の可否の回答を行って
いるとのことであり、このことは、職員研修規程に照らした運用として理解できる。 
職員研修規程によれば、研修の種類として、①自主研修、②職場研修、③研修所
研修、④派遣研修が定められている（職員研修規程第３条）。 
本来、研修等の応募に対する推薦の可否等については、研修等の目的に照らして
局等の長による総合的な裁量判断により推薦が決定されるものである。 
実施機関の処分理由説明によれば、異議申立人の退職年度に長期にわたって行わ
れることなどから、事前に推薦の可否を局長に口頭で確認し、推薦しないと判断し
たという。「全国地域リーダー養成塾」は、広い視野と深い見識、卓越した想像力
と豊かな人間性を備え、常に問題意識と確固たる使命感を持ち、積極的・主体的に
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行動できる地域のリーダーを養成することを理念として掲げる事業であり、応募者
である異議申立人の自己啓発にとって意義のあるものとはいえるが、応募に対する
推薦の可否等については健康福祉局長の裁量に委ねられている。 
本件において、健康福祉局庶務課長が推薦しない旨を異議申立人に口頭で伝え、
申込書を返還して、実施機関が文書を作成しなかったことは、不当ということはで
きない。 
なお、本件において、異議申立人の開示請求を拒否するにあたって、「開示請求
拒否通知書」（平成２１年１月２８日付け２０川健庶第１７８６号）の「開示請求
を拒否する理由」欄には、「当該文書は作成しておらず、文書不存在のため」との
み記載されるにとどまっているが、文書不存在の場合には、その理由を具体的に記
載すべきである。 
条例において公文書の不開示決定通知書にその理由を付記すベきものとしている
のは、条例に基づく公文書の開示請求制度が、市民と実施機関との信頼関係を強化
し、地方自治の本旨に即した行政を推進することを目的とするものであって、実施
機関においては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重すべきものとさ
れていること（条例第１条、第３条参照）にかんがみ、不開示理由の有無について
実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、不開示
の理由を開示請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨
に出たものというべきである。このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、公
文書の不開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、条例第
８条各号所定の不開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るも
のでなければならず、「当該文書は作成しておらず、文書不存在のため」とのみ記
載するのではなく、その理由を具体的に記載すべきであると思料する（最高裁平成
４年（行ツ）第４８号同４年１２月１０日第一小法廷判決・民集４６巻８号２６５
８頁参照）。 
 
以上の次第で、審査会の結論に記載のとおり答申する。 
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